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（裏面に続く） 

 今回は、公益/一般の社団法人の社員の役割と権限・責任そして社員総会の運営について概説する。 

(ポイント) 
 〇社団法人の社員 

 〇社員総会の役割 

 〇社員総会の開催 

１．社団法人の社員 

 社団法人は「人（社員：構成員）が結合した団体」であり、社員は必ず必要不可欠な存在である。社員は法 
律用語で、社団法人の構成員を意味し、「定款で定めるところにより経費を支払う義務を負い、社員総会で議 
決権を行使できるものをいう。社員は設立時に2人以上が必要であり、自然人のほか、法人でもなることが可 
能であり、社員がすべて欠けた場合は解散事由となる。社員の資格は定款で自由に決めることができる。 
なお、社員は解散等の法定退任事由により強制的に退社するほか、任意に退社することもできるが、定款で
退社を制限する事も可能である。 

 2．社員総会の役割 

 社員総会とは、社団法人の全社員によって構成される、必須の最高意思決定機関であり、その決議事項は
次ページのとおりである。社員総会には定時社員総会と臨時社員総会がある。ただし、社員総会でも社団法
人の性格から、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることはできない。 

 3．社員総会の開催 

 社員総会の招集は理事会の決議によって①日時および場所、②社員総会の目的である事項、③書面によ 
る議決権行使の可否、④電磁的方法による議決権行使の可否、を社員総会の日の1週間前まで（③または 
④を定めたときには2週間前まで）に社員に対してその通知を発し行う。ただし、社員全員の同意があるとき 
は招集の手続きを経ることなく開催することができる。 

理事会決議 

①日時及び場所 

 

②社員総会の目的である事項 

 

③書面による議決権行使の可否 
 
④電磁的方法による議決権行使
の可否 

社団法人の社員 通知 

※社員総会の1週間前までに通知（③または④を定めた
ときは2週間前まで） 

社員総会 



 本資料は、社団・財団法人向けの一般的な情報提供を目的としたものです。記載された意見や予測等は作成時点のもので
あり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。事前の了承なく複製または転送
等を行わないようお願いします。 
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＜自動車税の減税＞ 
 
 自動車取得や保有に関する改正が2019年度税制改正の焦点に浮上している。来年10月の消費税率引上げを 

にらみ自動車業界が税の軽減を強く求めていることによる。自動車には、取得・保有・走行の各段階で計9種類も
の税金が課されており、これらが軽減されるのであれば公益法人等にとっても良い話だが、地方自治体のの安定
的な税収となっていることだ。現在、自動車税年間税収は1兆5000億円ほどであり、税率を軽自動車並みに下げ
ると1000億円単位での税収減となる。自動車業界の危機感は、単発の消費税率引上げ対策だけでなく、構造的
な問題があり、電動化・自動運転開発・カーシェア拡大、さらに若者の車離れなど、自動車業界の環境変化にもあ
る。自動車税制の動向は、我が国の企業や個人等幅広く影響があり、公益法人等へも当然に影響がある。年末の 

税制改正大綱策定に向け、これらの自動車税の検討も含め、税制改正内容には目が離せない状況だ。 

シリーズ：社団・財団法人の実務家のひとこと 

（朝日税理士法人 公益法人チーム編集）                          

 社員総会の決議事項 
 

理事会を設定していない一般社団法人 

  一般法に規定する以下の事項および社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一
切の事項について決議をすることができる。 

  

理事会を設定している一般社団法人、公益社団法人 

  一般法に規定する以下の事項および定款で定めた事項に限り、決議することができる 

 
 一般法で規定している社員総会の主な決議事項 

・社員の除名 
 
・理事、監事および会計監査人が社員総会に提出し、または提供した資料を調査する者の選任 
 
・社員による招集の請求により招集された社員総会における、一般社団法人の業務および財産の状況を 
 調査する者の選任 
 
・理事、監事、会計監査人の選任 
 
・理事、監事、会計監査人の解任（ただし会計監査人については、監事による解任もある） 
 
・定時社員総会において会計監査人の出席を求める決議 
 
・理事、監事、会計監査人の任務懈怠により生じた損害を賠償する責任の一部免除 
 
・定款の変更 
 
・事業の全部譲渡 
 
・任意の解散 
 
・解散または清算結了までに行う法人の継続 
 
・合併契約の承認 

 

 

 

 

 


